
議案第５号                                       
 

岩槻市域の行政区の範囲、名称及び事務所の位置について 
 
   岩槻市域の行政区の範囲、名称及び事務所の位置については、次のとおりとする。 
 
     平成１６年６月２５日提出 
 
                      さいたま市･岩槻市合併協議会 
                       会 長  相 川 宗 一 
 
 

項目 岩槻市域の行政区の範囲、名称及び事務所の位置 

（１）行政区の範囲は、現在の岩槻市の区域をもって、一つの行政区とする。 

（２）行政区の名称は、岩槻区とする。 

（３）行政区の事務所の位置は、岩槻市本町六丁目 1番 1号（現在の岩槻市役所）
とする。 

 
 



 
 

 

資 料
《さいたま市・岩槻市の行政区域の現況比較》 

                      【両市の区域】 

 
 

  

          さいたま市  岩槻市 

区 分 面積(㎢) 人口（人） 面積(㎢) 人口（人） 

西区 ２９．００ ８２，２９１  ４９．１６ １１２，０１２ 

北区 １６．９３ １３１，０９９  

大宮区 １２．７８ １０６，０１８ 

見沼区 ３０．６４ １５１，２８９ 

中央区 ８．３８ ８９，６３９ 

桜区 １８．６０ ９１，５６８ 

浦和区 １１．５４ １３９，６０９ 

南区 １３．９０ １６６，３７６ 

緑区 ２６．５６ １０３，６９１ 

さいたま市計 １６８．３３ １，０６１，５８０ 

 

区の平均値  １８．７０    １１７，９５３  

※人口：平成１６年４月１日現在「住民基本台帳・外国人登録原票」記載人口 
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